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はじめに 

組織としての 企業は ， 自らをとりまく 他 組織 

との関係のなかで ，存続，成長していく． そし 

て競合企業との 提携，異業種交流・ 協力，企業 

間 情報ネットワーク ，業界団体，政府との 協調 

など，多様な 組織間ネットワークを 形成してい 

る・ また企業の変革にとって ，組織間協力体制 

をいかにつくり ，管理 - していくのかは 今や中核 

的 問題となってきている． こうした組織と 組織 

との関係・ネットワークを 射程に入れている 組 

織論の分野が 組織間関係論であ る 1,. 本稿では， 

組織 問 関係論の現状と 到達 点 ，今後の可能性を 

明らかにする．組織間関係論の 歴史的展開をふ 

まえ，組織間関係論の 分析枠組み，組織 問 関係 

の調整メカニズムについて 検討する． これらの 

議論をふまえ ，経営戦略と 組織間関係を 経営戦 

略論の展開として 考察する． そして，仝後のと 

り 扱われるべきテーマの 1 つ としての組織間協 

働 (InteI.organizational Collaboration) を展開 

する際の論点を 明らかにしたひ． とりわけ， グ 

ローバル化，情報化，環境問題そして 災害への 

対処は，個別組織ではむずかしく ，複数の組織 

間の協働によってはじめて   可能となるのであ る   

その意味でも 重要なテーマに 他ならない． 

1 . 組織間関係論の 史的展開 

組織 問 関係論は 1950 年代終わりから 60 年代初 

頭において成立し 70 年代後半になって 一つの 

学問分野として 確立した．そこで 組織間関係論 

の形成と展開の 歴史をたどってみよう ". 

組織間関係論の 成立時期は 1950 年代終わりか 

ら 60 年代初頭であ る． その時期までの 組織論は， 

組織をとりまく 環境を与件とし 組織内部の構 

造・機能・行動が 中心であ った．組織論の 主要 

な 動きであ った「環境」の 発見ともむすびつき ， 

組織間関係論は 成立した．組織はそれをとりま 

く環境 ( 他 組織 と関係づけて 論じられること 

になったからであ る・ ディル ， レヴィン とホヮ 

イト， リト ヴ ブック と ハイルトン， トンプソン 

とマ クイー ヴン らの業績が注目される．彼らに 

より， その後の組織間関係論発展の 素地が与え 

られた． 彼らは組織間関係論が 今後展開するべ 

き 可能性をもつ 分野として提示したにとどまら 

ず，組織間関係論の 広がり，キーコンセプト   

分析枠組みの 重要性を指摘した． 

1960 年代後半，組織間関係論は 新たな展開を 

みせる ". 第一に， W.M. エヴァンによって 新 

しい分析枠組一組織セットパースペクティブ 一 

が提唱されたことであ る． 組織に焦点をあ てて， 

それと相互 - に関連する複数の 組織 ( 組織セット 

とよばれる ) との関係を記述し 分析しようと 

する学説であ る・組織間関係とは 何か， どこに 

分析の焦点をあ てていくのか ，組織間関係を 記 

述し分析する 変数は何か ( 組織セット， ネット 

ワーク構造，対境担当者 ) に注目している． 

第二の展開は ， R. L. ウォーレンによって 捉 

示された「組織間フイールド」という 概念であ 

る． 組織間フィールドは 組織のおかれている 組 

織間関係の場を 明らかにした． 複数の組織の 集 
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合 全体をとり扱う 構成概念であ る． 組織間フ 

ィールドという 概念により，組織間関係論の 対 

象領域を拡大するとともに ， その構造ヰ与， 性 ・分 

類を行っている． 第三には， エイ ケンとへイグ 

の 研究があ る． 地域社会の研究において ，組織 

間の相     屯 依存，性を共同プロバラムの 問題として 

とりあ げ，今まではとりあ げられなかった 共 "-] 

プロバラムと 組織内部特性としての 組織構造と 

の関係を明らかにしている． 

1970 年代とりわけ 後半 - において，組織間関係 

論は組織論の 重要な領域として 定着することに 

なった． 70 年代の主要な 動きは次の三代にまと 

められる． 第 - には組織開関係論の 公認化であ 

る叫 ． これには、 組織論の代表的教科 苦に 独立， 

した 章 として，組織間関係 @ ・ H. ポールなど ) 

がとり扱われていること ， ケント大学で 開催さ 

れた組織間関係のシンボジウムの 開催に象徴的 

にあ らわれている． どんな学問であ れ半間分野 

が 成立 - . 定着する際には ，教科菩の存在ととも 

に，研究者集団の 対話や相凡作用の 場が設定さ 

れることも必要であ るからであ る． またエヴァ 

ンの編集による 組織 問 関係の論文集の 刊 7-   テ は， 

組織間関係論の 公認化の表れでもあ った． 

第二は，組織間関係の 支配的バースペクティ 

ブの成立であ る ". 組織開関係論の 歴史は多様 

な パースペクティブ 競合の歴史であ るが，         

した流れのなかで ，組織 問 関係論の支配的 パ一 

ス ベクティブとなったのが ， J. フェファーと 

G. サランシックの「資源依存バースベクティ 

ブ」であ った．資源依存パースベクティブはト 

ンプソンらの 従来の議論をふまえ ， 自らの理論 

的 ・実証的研究にもとづく 優れた学説であ る． 

この分析枠組は ，組織間関係論において ，次の 

  なで「支配的」であ った． 

①「なぜ組織間関係が 形成し展開するのか ， 

いかに組織間関係をマネジメントするのか - 

という組織間関係の 基本的問いに 答える学説 

であ ること． 

②組織間関係の 広範な問題 (. 組織間 相   r@. 作用， 
l@" ズ子 ナ " り i@ ソ Ⅹ 

パワ ニ 合 げ f:, 合弁，取締役会の   構成，政府 

の 規制， トップマ ネ メントの交代，組織内 

パヮ 一なⅥ を統一的に説明できる   0 丁百目性．を 

もつこと． 

， ③「資源依存パースペクティブ」は 実証的に 

も 理論的にも多くの 後継者に受け 継がれると 

ともに，批判の 対象ともなったこと． 

第二には・組織間関係論は。   単に個別組織に 

焦   " をあ てた。 他組織との関係づくしの 分析に 

とどまらず，組織間システム。 コミュニティ ヘ 

戦線を拡大し 全体社会にまで 射程 - な 広げてい 

った． コミュニティや 全体社会を組織間関係論 

からとらえ直すことであ り． 組織間関係論の 祝 

ぷ から，社会理論を 構成することでもあ る． こ 

うした探題をめぐって。 組織間ネットワーク ， 

アクション・セットなどの 構成概念が開発さ オ 1 ・ 

た ".   

、 1@ -7 して定着しできた 紬織間関係論は 1980 年 

代において新たな 展開をみせた． 第 - - の展開と 

して，組織 問 関係の分析レベルの 変化があ げら 

れる． 「ミクロからマクロ ヘ 」の動きであ り， 

組織間関係論は 組織の集合体やバルーブ・ とく 

に紬織間の全体的 ヰ寺 ， 性 ( 組織間の構造特性や 紬 

織 問 共同行動 ) を分析する方向へ 展開されるこ 

とになった． 

第 : こには， ポ ml 織開 関係論の新たなパースベク 

ティフの出現であ る． 特に重要なバースペクテ 

ィフとしては。 W. G. アストレイや C.J. フォ 

ム ブランによっ 刊 " 足ぅ， ; された協同戦略パースベ 

クティフに刮に cl 血 e  Slrategy  Perspectiv, 引         

M. マイヤーと W. R. スコットおよび P. ディマ 

、 ジオや W. バウエルなどによって 展開された制 

度化バー スペクテ ィ ブ (InStitut № nal 

pe,,pecli 、 ， e@ をあ げることができる・ 双方の 

分析枠組とも ，組織間関係論の 支配的バースベ 

クティブであ る資源依存パースペクティブへの 

対抗として提ボされている．協同戦略パース ベ 

クティブは組織の 集合レベルにおける 共同行動 

や共同適応に 体 ポ をあ て。 紬織集合体の 行動・ 

戦略・構造に 注目している．一方，制度化バー 

スベクティブは ，紬織が制度化された 組織 問関 
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係 のなかにうめこまれていることを 前提とし 

制度化された 組織 問 関係としての 組織フィール 

ドの特性に注目し 環境への組織の 受動的対応、 

を 中心にとり扱っている   

第三は，組織間関係のプロセス 志向アプロー 

チ 0 台頭であ る 9,. それは一時点における 組織 

間関係ではなく ，組織間関係の 継特約・ダイナ 

ミックな側面を 分析している． 組織間変動論・ 

変革論を本格的に 構築して い く動きでもあ る・ 

組織間レベルの 組織開発論を 構想することでも 

あ る． 

このように成立し 展開してきた 組織間関係論 

をより豊かな 内容としていくためには ， キーコ 

ンセプトを明確にすること ，統合的な分析枠組 

みを創ること ，多元的レベルを 含む理論を構想、 

すること，組織間関係の 本格的変動論・ 変革論 

を提示することが 求められている・ 

2. 組織 問 関係の分析枠組 

組織間関係は 組織と組織との 間のつながりを 

いう 10 ，．それにはまず 組織間の取 ョ Ⅴ資源交換 

があ る．企業は金融機関から 資金を調達しそ 

の代価として 利子を支払うという 取引を行って 

いるし部品メーカーから 特定の部品を 調達し 

その代金を支払うという 関係を形成している ， 

こうした売り 手と買い手間の 取引がなぜ， いか 

に形成され，継続，変化するのかが 問われるこ 

とになる． しかし組織間関係はそれにとどまら 

な い ．単なる取引をこえた ，組織間の共同行動 

や共同組織の 形成も含まれる．それには ，合弁 

や業務提携，業界団体など 多様なものがあ る， 

個別組織ではできないことを 行 う ための組織間 

調整のあ り方が問われるのであ る・ それととも 

に ，組織間の パワ 一関係にも注目する・ 組織間 

ソくワ一 関係が取引や 調整メカニズムに 影響を与 

えることがあ るからであ る． そして組織間で 形 

成される価値・ 行動様式であ る組織間文化も 無 

視しえない， 

ではこうした 組織間関係をいかに 分析・説明 

するのか．組織間関係の 分析枠組として 代表的 

なものに，次のものがあ げられる 11,   

①資源依存パースペクティブ 

②組織セットパースペクティブ 

③協同戦略パースペクティブ 

④制度化パースペクティブ 

⑤取引コストパースペクティブ 

こうしたパースペクティブは 組織間関係を 分 

析し説明するものの 見方や考え方を 与えている   

その意味で組織間関係をとらえる 基本視角を明 

らかにするばかりでなく ，組織間関係を 分析し 

構想する準拠枠も 与えている， まず，組織間関 

係の支配的パースペクティブであ る資源依存 

パースペクティブをとりあ げる． この分析枠組 

が ， 「なぜ組織間関係が 形成・継続・ 転換して 

かくのか， そのマネジメントをいかに 行 うの 

か 」について，優れた 枠組みを提示していると 

考えるからであ る・ 

資源依存パースペクティブは 組織を基本的分 

析単位とし組織の 視点から，組織間関係をと 

り扱っている． それは次のような 前提にもとづ 

い て構成されている 12). 

第一に，組織が 存続していくためには - ， 外 きほ 

環境から，諸資源を 獲得し環境に 資源を処分 

しなければならないということであ る・組織は 

決して自己充足的な 存在ではなく ，環境に開か 

れたシステムであ り，環境とのかかわりなしに 

は存続できない． したがって組織は 資源を所有 

しコントロールしている 他 組織に依存している   

こうした「依存」ゆえに ，資源の獲得・ 処分を 

めぐって，組織間関係が 形成・維持される・ 

第二に，組織は 自らの自律性を 保持し 他 組 

織への依存を 回避しょうとしできるかぎり 地 

組織をして自らに 依存させ， 白らのコントロー 

ルの 及ぶ範囲を拡大しようとし 依存を受けい 

れざるをえないときには ，それを積極的に 取り 

扱うという行動原理をもつと 考えていることで 

あ る． 

この ょう に組織は， 資源ゆえに依存している 

現実と他組織から 自律的であ ろうとする要請の 

はざまで， 自らの存続をはかっていく・ 
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資源依存パースペクティブでは ，依存という 

概念は，組織間関係を 説明する重要な 概念であ 

る．組織が他組織に 依存していることは 組織の 

自主性が他組織によって 制約されでいることを 

意味する， 組織の他組織への 依存 は ， 他 組織が 

当該組織に対してパワーをもっていることであ 

り， 他 組織からは自らにとって 望ましいことを 

当該組織にさせる 能力をもつことに 他 ならな 
し、 1 、 @   

では組織は い かなる条件のもとで 他 組織に依 

存するのであ ろうか．組織は ，組織にとって 他 

組織の資源が 重要であ ればあ るほど，組織が 他 

組織以覚の源泉から ，必要とする 資源を獲得で 

きなければできないほど ， 他 組織に依存してい 

る ．すなわち，組織の 他組織への依存は① 他 組 

織が保有しコントロールしている 資源の必要性， 

② 他 組織以覚からの 資源の利用可能性の 関数で 

あ る． したがって組織は ， 他 組織 @;: とって稀少 

かつ重要な資源を 保有していればいるほど ， ま 

た資源を独占していればいるほど ， 他 組織に対 

するパワーをもつ． 

このように組織の 他組織への依存は ，組織開 

関係のパターン ( 組織間資源交換過程と 組織の 

資源への必要性 ) から 生 - じ る ．資源依存パース 

ペクティブは ， なぜ組織間関係が 形成され展開 

していくのかを 明らかにし組織間の バヮ 一関 

係の形成理由をとり 扱っている，次に 組織間の 

ィ な " " 存 関係をいかにマネジメントするのかが 問わ 

れなければならない． このテーマは 次節におい 

ても，組織 問 調整メカニズムとしでとりあ げる 

ことにする． 

近年注目されている 組織間関係の 有力な分析 

枠組みに，制度化パースペクティブがあ る 141. 

ここでは，資源依存パースペク テ，ブと 対比し 

ながら，制度化理論について 考察する・制度化 

パースペクティブでは ，組織が制度化された 環 

境 に埋めこまれていることを 前提としている． 

そこで組織はこうした 環境のなかで 存続・成長 

するわけであ るが，環境との 関係の妥当，性によ 

って生存が保障される．環境は 組織に対して 卸 

約を課す存在であ るとともに，組織に 対して正 

当性を賦与する 存在でもあ る． 資源依存バース 

ペクティブでは ，組織にとって 重要な環境は ， 

必要とする資源の 保有者・供給者としての 他 組 

織であ ったが， 制度化パースペクティブでは ， 

環境は当該組織に 対して正当，性を 与える 他 組 

織・組織フィールドであ る． したがって組織は 

こうした環境への 同調によって 正当，性が確促さ 

れる． 

制度化パースペクティブでは 正当性が重要で 

あ り，正当性をめぐる 組織開関係に 焦点があ て 

られる． 国家や専Ⅱ 家 Ⅱ 体 ， 同業他社といった 

組織が注目され。 マクロレベルの 法 ・政治・ 文 

化に新たな光があ てられる． 

そこで組織間関係は   正当性の確保・ 獲得のた 

めに形成・展開される． 組織は他組織との 関係 

に入ることによって ， 自らの正当性や 行動の適 

切さが保障される． 

組織間関係の 形成・展開において ，資源依存 

パースペクティブのように ， 当該組織を， オー 

トミーを保持し 他 組織を操作する 積極的な存在 

とは考えていない．制度化バースペクティブで 

は ・ 他 組織や組織フィールドとの 同調， 同型化 

を重視している．組織は 正当，性を確保すべく ， 

組織がうめこまれている 組織フィールドのルー 

ル，神話，価値をうけいれるのであ る・ その意 

味で組織の環境に 対する受動的側面を 強調する   

この分析枠組では ，組織が制度化された 環境 

に ぅ めこまれていることを 前提としている． 環 

境における価値や 意味にいかに 対応するのか ， 

なぜ 制 G 化が行われるのか ， なぜ組織は類似の 

行動をとるのかのメカニズム ( 環境との同型化 

をもたらすメカニズム ) が 問われなければなら 

ない． 同型化は，組織が 日らの属する 組織フ 

ィールドにおいて 当扶 であ ると受容されている 

信念や正しい 行動に同 - 調 することや， そのこと 

により組織フィールドにおいて 類似の行動がな 

されてもたらされるものであ る．   競争 圧ソ J や組 

織の合理的行動が 同型化をもたらすものではな 

く， むしろ制度的諸方 摺 ， 噴 ，   規範など ) が 同 
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型 化をもたらすと 考えるのであ る・ 

同型化をもたらす 制度的メカニズムには 次の 

三つがあ る， ，， ． 第一には，組織が 依存してい 

るより上位のシステムの 政治的影響 や ，組織が 

従わざるをえない 法的制裁 力 よりもたらされる 

「強制的同型化」であ る・第二のメカニズムは 

準拠すべきフィールド 内の他組織の 行動をモデ 

ル化する「模倣白 9 同型化」であ る． 第三に，専 

門家集団の教育や 正当化されたものの 見方およ 

び 専門家のネットワークによる ， 「規範的同型 

化」であ る． こうした同型化は 組織の効率性を 

向上するかどうかに 関係なく，組織フィールド 

の構造化とともに 展開していく． 

3. 組織間調整メカニズム 

み 押ネ我聞調整メカニズムをとりあ げることは， 

売り手と買い 手との関係といった 取引や交換だ 

けでなく，組織間の 共同行動としての 側面， 組 

織 間の協力のための 仕組みに注目することを 意 

味する．合弁，業務提携，役員の 受け入れ・兼 

任，合併， ロビインバなどがふくまれる・それ 

は，二つ以上の 組織が結びついて ，共同目標を 

達成しょうとする 努 - 力の形態でもあ る， 61, 

組織は存続・ 成長していくためには ，資源を 

保有している 他 組織に依存しているが ， こうし 

た 他 組織への依存をいかに 回避し ま栗 Ⅰ モ するの 

か， そしてできれば ，いかに自らのパワーを 拡 

大するのかを 問 う ことが，組織間調整 メヵニズ 

ムを 明らかにすることであ る． そこで組織間の 

資源依存 ( 競争的依存，共生的依存 ) を管理す 

る戦略に焦点があ てられる． フェファーとサラ 

ンシックによって 体系化された 資源依存パース 

ペ クティブにもとづ い て，組織間調整メカニズ 

ムの分類を行 う Ⅳ ， ・すなわち，組織間調整メ 

カニズムを組織間資源依存関係から 検討し組 

織が他組織との 依存関係を管理する 戦略を依存 

の操作の違いによって 分類する． すなわち組織 

開関係が当事者間で 直接に操作されるのか ， 間 

接的に操作されるのか ， また組織が他組織との 

依存関係をどの 程度吸収するのかに 2 り， 「 自 

徳化戦略」「協調戦略」「政治戦略」の 三つぼ分 

けて論ずることにする・ 

①自律化戦略 

組織が他組織との 関係を調整する 第一の方策 

は，依存している 他 組織との関係の 必要性をな 

くすことであ る '8,. そのために組織は 他組織 

・との合併を 行ったり，既存の 事業分野以外への 

多角化をはかるのであ る・組織は他組織への 依 

存に直面し 自らの資源や 能力をべ ー スに ， コ 

ントロー ル 領域の拡大をはかっていく． 自らの 

自主性を維持しつつ ，依存関係を 吸収するのが 

自律化戦略の 本質であ る・ 

自律化戦略には 依存の吸収の 方法の違いに よ 

り ， 次の二つがあ る・第一には 他 組織への依存 

を 直接的に吸収する 方法 ( 合併 ) であ り， 第二 

は自らの努力に よ り依存の回避をはかる ( 多角 

化や内部なと ， ) 方法であ る， 

②協調戦略 

第二の戦略は ，組織が他組織との 依存関係を 

認めた ぅ えで， 他 組織との折衝で 合意を見けだ 

し 良好で安定した 関係をつくりあ げる協調戦 

略であ る， 9,. 自律化戦略のように 依存そのも 

のを全部吸収するのではなく ，限定された 範囲 

で他 組織との関係を 部分的に吸収することであ 

る．協調戦略は 組織行動に何らかの 意味で他組 

織の立場を反映させ ，将来にわたる 他 組織から 

の支持を発展させることができる．組織にとっ 

て他 組織との取引が 重要であ りしかも必要な 時， 

あ るいは 他 組織との競争が 不確実で問題となっ 

ているときに ，形成される．協調戦略により ， 

組織は他組織の 資源への接近や 成果の安定性や 

環境への支配 力 なますことができる． 

協調戦略は自律化戦略よりも 柔軟性の点です 

ぐれている．合併のように 組織間の直接的統合 

を行わないために ，容易に組織開関係の 調整を 

設定したり，それを 変更することができるから 

であ る． しかし自律化戦略のように 依存を完全 

に吸収していないゆえの 問題もあ る．協調戦略 

は他組織の自由裁量を 認めることにつながり ， 

自らの要求と 折りあ ぅ 方向で他組織との 関係を 



組織開関係と 組織間関係論仙台 健嗣， (171)@ 61 

いかに調整するかどうかが 常に課題として 残っ 

ている   

協調戦略は組織間の 合意形成であ るが，合意 

がフォーマルなものかインフォーマルなものか 

によってさまざまなものがあ る． 

第 - のインフォーマル な メカニズムは 組織間 

の規範形成であ る．規範とは -- 定の状況におい 

て組織間で共通の 期待を作りだすこ・とであ る． 

規範が形成されるにつれて ，それぞれの 組織は 

相互利益をもたらす 規範に同調する よう になり   

組織間の安定的継続的関係を 維持することがで 

きる． 

第ニ ー には契約であ り，組織と組織との 間の資 

源 交換に関する 契約や協定を 締結することであ 

る．組織間の 事前調整とも いう べ き ルールを づ 

くることであ り，将来に向けて 安定的行動を 確 

保し相互依存性を 処理することができる   / 刃 ブ 。 

約が調整手段として 選択され維持されるかどう 

かは組織間のパワー と 契約にかかわる 担当者に 

依存している． 

第三には役員の 受入れであ り， 他 組織の代表 

を組織の一員として 政策決定機構 ( 取締役会， 

理事会など ) に参加させることであ る・組織は 

他組織の代表を 組織の一員として 政策決定機構 

に参加させることを 通じて， 他 組織との関係の 

調整をはかっている． 

また 役 11 の受入れは個別組織において ，組織 

間の調整やコミュニケーションの 手段としての 

意味ばかりでなく ，個人的ネットワークとして 

も重要であ る， ヒトを媒介とする 組織間関係は ， 

組織社会をゆるい 形で統合している ， 

第四は， 合弁であ り， 二つ以上・の 組織が資 

源・能力を共有しあ いながら，共同事業を 行 う 

ことであ Ⅰ ), 出資をともな う 組織間調整メカニ 

ズムであ る．合弁は出資をともなりとはいって 

も合併とは異なり ， 限られた範囲の   調整であ り   

自主，性を維持しながら 他 組織と相互依存して い 

く一つの方法であ る． 

合弁の形成理由については ，資源依存パース 

ペクティブから 説明することができる ，組織は 

自ら保有していない。 しかも必要とする 資源を 

もつ 他 組織と合弁を 形成する． また合弁は他組 

織との競争的相互依存性を 処理するためにも 形 

成される． 

合弁を知識の 連鎖としてとらえる 新しい考え 

方が J. バダラッコによって 提示された ". 組 

織は他組織と 合弁することを 通じて， 他 組織の 

もつ技能や能 ブ J を学習するだけではなく ，地細 

帝我 との年首 0 ド つきによ       新たな能力を 創造し 

てい くと考えるのであ る．組織との 合弁によっ 

て組織は今までにはな い 知識を実地に 経験し蓄 

積することができる． こうした知識学習の 過程 

において，当事者メンバーが 親密になり協力す 

ることが必要であ る． 合弁により形成される 知 

識は移動することがむずかしい 固着的な知識で 

あ り， 関係特定的知識に 他ならない・ 

第五のよりフォーマル な 協調戦略が アソ、 ン 

ェ一ションであ る． これは二つ以上の 組織が集 

まって，組織やⅡ 体 ・機関を設置することであ 

る ． 組織をメンバー とした，限定された 範囲で 

の意思統一 - をはかるフォーマルな 仕組み， 川 ['] 

ポは # 哉であ る． アソシエーションは 多数の組織が 

含まれているとき ，共同目標達成のために ，組 

織間の相Ⅱ依存が 必要なときに． 形成される・ 

ネはネ 哉はアソシエーションに ，資源の獲得，情報 

の確保，影響力の 行使を求めて ，参加するので 

あ る． 

③政治戦略 

政治戦略は組織間相互依存性が 複合化し し 

かもその密度が 濃くなった状況のもとで 行われ 
る 方策であ るⅢ   組織が他組織との 依存を当 

事 者同士で対処することができないときに 用い 

られる．組織間関係が 多重に入りくんでいる 現 

代社会をとらえる 際に， きわめて重要な 調整メ 

カニズムであ る． 

政治戦略は組織間の 相互依存を当事者レベル 

で 変えていくのではなく・ 第三者機関の 働きか 

け， あ るいは第三者機関への 働きかけにより ， 

間接的に操作していく 方策であ る． 自律化戦略 

や協調戦略とは 異なり，組織 問 関係は上位組織 
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の 働きかけ・介入によって 調整されるのであ る   

第三者機関は 当事者組織に 影響を与える 行動を 

とるが， どんな結果がもたらされるかについて 

は直接的な利害をもたない． また政治戦略のも 

とでは，第三者機関と 当事者との相互依存を 考 

慮 しなければならない． 第三者機関の 決定は依 

存関係にあ る組織間調整の 枠をこえて，広範な 

人々と組織にまで 及ぶ． そこで政治戦略は 広範 

な影響力をもっが ，変化に対する 適応力に欠け 

ている・ 

組織間関係が 政治戦略によって 有効に対処で 

きるかどうかは ，第三者機関の 決定や行動が 社 

会的に是認されているかどうか ，第三者の決定 

によって影響をうける 組織の利害がどの 程度 貫 

徹するかと関係している． 

政府の規制とは ，法律あ るいはそれに 準ずる 

手段を通じて ，組織をコントロールすることで 

あ り，経済活動を 展開するためのルールをつく 

り 遵守させることであ る．規制は組織や 産業の 

利害に合致し 競争上・取引上の 不確実性がも 

っと大きく，暗黙の 了解ではうまく 処理できな 

いときにもっとも 多く使われる． 

組織は政府や 政治に積極的にかかわろうとす 

る 主体であ る， こうした政府や 政治への働きか 

けが組織の政治活動と かえ 2 3. 組織が政治に 

参加するのは ，政府に依存しているからであ る   

そこで組織は 政治に関する 情報を収集したり ， 

政府に働きかけるスタッフをもっている   

4. 経営戦略と組織間関係 

経営戦略論は 近年，急速に 展開している 経営 

学の重要な領域であ り， 経営戦略の形成 

(Formulation) . 実行 (Implementation) . コン 

トロール (Control) を研究対象としている 22). 
したがって ， 「なぜ， どのように，経営戦略が 

形成・実行・コントロールされるのか」は 重要 

なテーマを構成している． そもそも戦略という 

概念は，企業にとって 自らの基本的方向を 定め 

ることであ る．戦略が変動する 環境のなかで ， 

ドメインを設定していくことであ る以上，企業 

と 環境との相互作用を 積極 自 りに取り扱わなけれ 

ばならない． 

この考え方は ，経営戦略の 策定・実行が 組織 

間関係というコンテクストで 行なわれることを 

基本白 り 前提としている．組織白 9 存在としての 企 

業 が組織間関係のなかにうめこまれている 

(embeddness) ことの反映でもあ る． 企業にと 

って， 他 組織との関係をいかにつくり ，設計し 

ていくのかが 問われるのであ る． 

そこで，経営敬田を 言 ゐと 組織開関係論の 接合を 

もたらすテーマとして ，企業提携 (Corporate 

A Ⅲ ance) を取り上げる． 

コーポレイト・アライアンスは 個別企業では 

できないことを 行なうための 企業間のむすび つ 

きであ り，環境に対して 自らの優位性を 保つた 

めの企業間協力体制であ る． 

コーポレイト・アライアンスを 取り上げる第 

一の意味は，企業間の 意図的行動に 焦点をあ て 

ることにあ る． 自然発生的な 企業間のむすびつ 

きょりも，意識的につく ル   ) あ げて い く計画的側 

面に注目する． たしかに，企業間のインフォー 

マル交流が企業間の 公式的むすびつきを 形成す 

るきっかけを 与えることはあ るであ ろうが， そ 

れよりは，企業間のフォーマルなむすびつきに 

焦点をあ てる． 

第二に ， アライアンスという 言葉を使うこと 

により， 企業間の協力体制を 広くとらえること 

にしたいことであ る・ とりわけ，合弁のみが 企 

業間協力の代表白 9 形態として考えられることが 

多いが，合弁を 内に含むものとしてとらえられ 

ることにより ，幅広い角度から 企業提携を総体 

的に把握し さまざまな形態の 上 ヒ 較も行ない う 

ることにあ る． そのことにより ，企業間の共生 

のルールを発見することができる． 

第三の意味は ，企業と企業のつながりの 分析 

を通じて，複合した 企業間のネットワーク 認識 

への視角をもつことであ る． 企業間関係から 企 

業、 ンステムを把握するという 視点もとり ぅる ． 

こうしたコーポレイト・アライアンスは 企業 

間の調整メカニズムのひとつとして 位置づけら 
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れる． 企業間の調整メカニズムには ， それ以外 

に合併や垂直的統合などに 代表される 他 企業を 

内部的に吸収し 自らの内部化を 図る方法 ( そ 

れは自律化戦略と 呼ぶことができる ) と ロビイ 

ングなどのように 第三者への働きかけによる 方 

法 ( 政治戦略 ) があ る． コーポレイト・アライ 

アンスは互いに 自律的であ ろうとしながら ，相 

互依存しあ う企業間の協力の 仕組みをつくりあ 

げることであ り，企業間の 交渉により・ 合意を 

形成することに 他ならない． それには・共同で 

生産したり販売したりするために 提携 ( 協定 ) 

を結んだり，新しい 共同会社をつくること ( 合 

弁 ) が含まれるし 取締役会を派遣・ 兼任する 

ことも含まれる．企業をメンバーとする 第二次 

組織 ( 調整機関・媒介機 知 そっくりあ げるこ 

ともあ る． この ょう な多様のものを 含む． ここ 

では主に合弁・ 提携を俳頭において 議論を進め 

ることにする． 

経営戦略は企業そのものの 基本的方向を 定め 

ることであ り， 自らのドメインを 画定しそれ 

に 対し資源配分を 行なうことであ る． こうした 

戦略の転換にとって ，企業間の協力の 仕組みを 

いかにつくりあ げてかくのかは。 きわめて戦略 

的であ る． 外部勢力の利用による 戦略展開を意 

味している． それはイノベーションのための 

コーポレイト・アライアンスが 今 求められてい 

ることでもあ る． 

では， なぜ企業は他企業との 提携 ( コ 一 ボレ 

イト・アライアンス ) を形成するのであ ろうか   

これは企業間の 協力体制の理由を 問うことに他 

ならない． こうした問題に 対して，組織間関係， 

論のドミナントなパースペクティブであ る資源 

依存バースペクティブは 次のように答えてい 

る ， 3,. この パ一 スペクティブでは． 二つの 前 

提に基づいている． まず，組織が 存続・成長す 

るためには， 他 組織からの資源を 獲得しなけれ 

ばならないということであ る， これは，組織を 

環境に対して 閉ざされた存在としてではなく ， 

オープンシステムとしてとらえることであ る． 

こうした 他 組織への資源依存のためには ，組織 

は 資源の獲得・ 処分をめぐって ，組織間の協力 

関係が形成される・ 第二には，組織は 自らの自 

律性を保持し 他 組織への依存を 回避しようと 

する存在であ ることであ る． このように，組織 

は他組織との 相互依存性と 他組織からの 自律性 

という二つの 要請のなかで ， 自らの存続・ 成長 

を図っていくのであ る． 

資源依存パースペクティブに 基づけば，企業 

提携は次のような 場合に形成されると 考えられ 

る ． 企業が ， 自らは保有していない 必要とする 

資源をもつ 他 組織と提携する．すなわち ，企業 

にとって 地 企業のもつ資源が 重要であ ればあ る 

ほど， 他 組織以覚からこうした 資源の供給可能 

性がなければないほど ，企業はその 他企業と提 

携 関係に参加することになる．例えば ，企業が 

新規 j 婁業 に参入する場合， その事業についての 

製造技術をもっていないならば ， こうした技術 

をもつ企業との 提携関係を形成するであ ろう． 

一刀，パートナ 一企業が販売能力に 欠けていれ 

ば， そのために提携することになる． このよう 

にコーポレイト・アライアンスは ， 他 企業への 

資源依存から 導かれるものであ るとともに，     吐 

いに欠けている 資源を補うといった「相互依存 

性 」をべ ー スとした関係でもあ る． 

また，企業提携は 個別企業では 解決できない 

問題への対処から 形成されることも 無視できな 

い， 個別企業をこえた 共通問題を知覚すればす 

るほど， 企業間の共同行動を 必要とするからで 

あ る，例えば， あ る産業において 市場停滞に直 

面したとき，業界がそれを 共通問題として 認識 

するならば共同生産などの 提携行動が行なわれ 

ることになるであ ろう． 共通問題の認識も 企業 

提携の形成要因であ る． 

コーポレイト・プライアンスは 次のような効 

果を企業にもたらす 袴 ・第一には，相互補完 

効果であ る．企業提携は 事業展開において 自ら 

欠けている資源を 補うことになる． しかも内部 

開発よりも早いスピードで 資源を獲得すること 

もできる． もしうまく運営されるならば ，今ま 

でにない新たなものを 生み出すというシナジー 
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効果をもつこともあ る． 

第二の効果は ，学習効果であ る． 他 企業との 

提携は新しい 企業の行動様式を 学習するという 

効果をもっている・ 他 企業とくむことによって ， 

従来自らにはない ，行動様式について 実地に経 

  験することができることにあ る． 

第三には，活性化効果であ る． 他 企業との提 

携の大きな効果は 異質なものにふれることであ 

り， それに 2 0 沈滞した現状に 刺激を与えるこ 

とであ る・ これは目に見えることはないが ，長 

期的には無視しえない 効果であ る． 

第四には，正当性効果であ る． 他 企業との提 

携は当該企業の「威信」を 高める効果をもって 

いる・ とりわけ， 中小企業にとって ，大企業と 

の 提携は，その 企業に事業展開の 正当性を与え 

ることにもなる ， 

しかし企業提携はプラスの 効果だけではな 

く，マイナス 面も有している．第一の 問題は自 

土 性の危険であ る．企業提携は 他企業からの 制 

約を意味し 自由裁量の余地を 少なくすること 

であ る・企業提携があ るために，新規事業とし 

て， 提携している 分野への進出ができなかった 

などの戦略への 制限がその例であ る． 

第二には企業間の 対立であ る． 企業提携はた 

しかに協力して 共通目標を達成する 努力ではあ 

るが， 互 いの 利害対立，を 内に含んで い る． した 

がってそのための 努力を必要とし いかに利害 

調整を図るかが 常に問題となってくるのであ る   

したがって企業間対立解決の 仕組みをいかにイ 

ンフォーマルに ， フォーマルにづくしあ げてい 

くのかが重要であ る． 

このように企業提携は ，効果とともに 問題点 

ももっている ，企業提携をいかに 推し進め，管 

理していくのかを 問うことにしよう． これには 

二つの課題が 含まれる．提携ネットワークの 形 

成とそのマネジメントであ る・言い換えれば ， 

提携構想、 とその実行といえる． 

企業提携形成の 第一 の 問題 は ，提携の戦略的 

方向を定めることであ り，提携の方針を 決定す 

ることであ る． しかも企業の 全社的戦略のなか 

に 提携を位置づけることであ る． 

こうした提携構想によって ，提携の目的も 明 

確になるのであ る．パートナ 一の選択において 

も「何のために 提携するのか」が 重要であ るが， 

その場合でも「戦略的意図」に 導かれなければ 

ならない・特に ， 企業提携が多様で 多角的にな 

ればなるほど ，提携構想の 明示が必要となろ う   

いわば戦略思考に 基づく提携の 樹立が急務であ 

る 窩 ・ 

それと関連し トップ・マネジメントの 支援 

やコミットメントこそ 重要であ る．提携はまさ 

に戦略そのものであ り， 最高経営 層 がいかにか 

じとりをしていくのかが 提携の成否をきめよう   

たしかに提携に 関する具体案は 企画部門や業務 

部門よりもたらされるが ，それを抽象化し 全社 

的な方向づけを 与えるのがトップの 任務であ る   

新規事業の展開が 企業の基軸から 離れれば離れ 

るほど，提携の 必要性は高まるが ，それに応じ 

た トップに よ る提携の意Ⅰ 未 づけや解釈もさらに 

重要になるからであ る． 

次の問題はパートナ 一の選択であ る．提携を 

有効に展開するためには ， 良きパートナーを 選 

択 しなければならない・ まず考慮すべきことは ， 

自社の保有している 資源の確認と ，補完しなけ 

ればならない 資源の点検であ る． 自らの中核能 

力 (CoreCompetence) を明確にすることこそ 

重要であ る・ これにより， 自らの強みを 発見し 

しかも補完すべき 弱みもわかるからであ る． 

すでに述べた よう に ， 自らに欠けている 資源 

の獲得 ( 自らの資源補完 ) や自らの保有する 資 

源の補強こそ 提携の必要条件であ る． こうした 

資源評価に基づいてパートナーを 選択しなけれ 

ばならない． 

また，パートナーと「ものの 考え方」が共通 

であ るかどうかもパートナ 一の選択に際し 重要 

であ る・事業展開について 同じ考え方をもつ 企 

業 同士の提携は 相互信頼を醸成し 成功する確 

率が高い． 

このように，形成された 提携ネットワークは 

新たな問題を 企業に課することにもなる．特に ， 
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従来のネットワークに 新たな提携ネットワーク 

をつけ加えることで ，企業は新たな 調整問題に 

直面する． 日常業務遂行のためのネットワーク 

と将来業務遂行のためのネットワークが 並列す 

ることになり ， それへの対処が 必要となる・ 

ここまで戦略思考に 基づく提携形成について 

述べてきた．次に 提携ネットワークをいかに 管 

理するのかについて 若干ふれることにしたい． 

この課題は個々の 自主性を生かしながら ，提携 

ネットワークの 統合をいかに 確保するのかにか 

かわっている．提携ネットワークにおいては ， 

所有をべ ー スとした一方的強制力によるタイト 

な統合だけではむずかしい． むしろ相互了解に 

基づくソフトな 統合手段が必要であ ろう． 信頼 

関係を生みだすための 仕掛けが求められている   

それは企業内およびネットワーク 内での人の配 

置 ( 人事 ) とも連動している． 

また提携を継続的に 管理していくためには ， 

初期の連合・ 提携の経験が 重要であ る． 結果が 

成功であ れ，失敗であ れ，初めの提携経験から 

企業が獲得した 知識が， その後のネットワーク 

を大きく規定して い くからであ る． 

しかし コーポレ イト ・フライフン ス が持続 

するかどうかは ，外部環境変化にも 依存してい 

る． したがって，提携を 促進して制度的要因が 

なくなったり ，所期の提携目標が 外部環境の変 

化に よ り無意味になったときは ，提携の持続は 

むずかしくなる． 

また提携への 参加を維持していくためには ， 

トップマネジメントのコミットメントが 重要で 

あ る． そのためには ， トップマネ 、 ジメントの パ 

ヮ 一基盤が確立， し トップへの支援体制が 確保 

されているとともに ， トップの提携そのものと 

の一体感が必要とされる．そして ，組織内覚の 

接点にいる対境担当者の 役割もきわめで 大きい   

5. 組織間協働の 過程 

二 つ 以上の組織が 協働することを 通じて， 複 

雑な社会問題をいかに 解決していくのか ， そし 

て共同目標をいかに 達成していくのか． この間 

題は組織間関係論にとってきわめて 理論的かつ 

実践的課題に 他ならない． そこで組織間協働に 

かかわる議論の 整理 - な 行う． 

組織間協働とは「二つ 以上の多様な 組織が結 

合して共同目標を 達成すること」と 考える 盤 ． 

つまり，多数の 組織が協力しつつ。 目標を実現 

して い く過程が組織間協働とかえる． そこでま 

ず組織間協働へ 参加する組織が 存在しなければ 

ならない． そのためには 共同目標が明確なもの 

となるとともに ， 目標の共有化が 必要であ る・ 

しかし より多くの多様な 組織の参加を 必要と 

する課題の場合には ， むずかしかものとなろ う   

誰をどの程度参加させるのかは 組織間協働の 成 

否を決める要因となる． 

また組織間協働は 二つ以上の組織が 相     圧 作用 

し 交渉することを 通じて，組織間の 間題の共 

通理解を形成していく 過程 - でもあ る コ ．環境 

に関する情報が 多義的であ ればあ るほど，組織 

間の直接的対話が 重要になり， いわゆる対境担 

当者の役割が 重要になる 穏   ． 

組織 問 協働を推進していくためには ，協働の 

ための仕組みやメカニズムをいかにつくるのか 

が 重要になる． いかなる合弁会社をつくるのか ， 

Ⅲ 資 関係をどのように 設計していくのかは 紬織 

間協働の成否に 大きな影響を 与えるだろう． そ 

れとともに協働を 支える社会規範の 役割も垂 要 

であ るⅢ．組織間の 信頼の存在は 他組織の期 

待 にあ う行動をするように 組織の行動を 制約し 

行動の予測可能性を 高めることになる     向い信 

頼は協働を継続させるとともに ，組織内部の 有 

効性を高めることにもなる． こうした信頼は 吉 

語や教育的背景・ 地域的背景，経験などの 共通 

，性による社会的結束によって ， また接触のひん 

度が高いことによってもたらされる． その意味 

で     屯 いによく知っていることが 信頼をもたらし 

協働の形成と 継続に大きな 影響を与える．単に 

国民の文化特性として 信頼を。 「 ) 上げるという よ 

りは，組織間関係に 則して論ずることこそ 必要 

であ る． 

組織間協働に 参加する理由として ，資源依存 
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パースペクティブにたてば ，協働することを 通 

じて得られる 資源を参加組織が 必要とするから 

といえよう． その際， 自らの提供しうる 資源の 

把握や点検が 必要となる．協働に 対する組織の 

十分な資源提供なしには 協働の継続はあ りえな 

いからであ る． しかし協働への 貢献には格差が 

あ る．協働目的への 貢献度が大きく ， しかもこ 

うした貢献が 当組織以覚から 得られなければ 得 

られないほど ， その組織の協働への 影響力は大 

きいものとなる．その 意味で協働への 参加組織 

間の パヮ 一格差が生じてくる ， しかし環境の 急、 

激な変化に対してはパ フ 一格差ゆえに 組織間協 

働がうまくいかないこともあ る 30 ，． そこで変 

化にも柔軟に 対処し ぅ るという意味で 有機的 パ 

ヮ一 構造が求められることになる． 

また組織間協働を 形成・展開していくために 

は， 協働に対する 正当性が確保されることが 必 

要であ る 31,. 制度化パースペクティブで いう 

よ う に協働とマクロな 制度との同型化があ るか 

どうかが，協働についての 合意を形成し 参加 

組織の受け入れを 可能とする．正当性があ る故 

に協働に参加し 継続する側面も 無視しえない． 

組織間協働は 参加組織が十分に 協働への意欲 

を 持つ場合には 限られない． 複雑な問題を 解決 

するには協働への 意欲を十分には 持っていない 

組織を参加させなければならない 場合もあ る． 

そこで組織の 参加を引き出すためには ， 架橋と 

なる組織 (Bridgingorganization) の役割を必 

要 としている 3 り ． こうした組織は 情報提供を 

つうじて参加への 意欲を高めるとともに ，複雑 

な問題についての 共通理解を高めることを 行っ 

ていかなければならない． この 紬 ，織の有効，性は 

架橋組織への 正当性が他組織から 確保されるか 

どうか，組織内の 支持がえられるかどうかにか 

かっている   

次に組織間協働のプロセスを 検討する． ここ 

ではマッカ ンや グレイらの 三 フェイ ズ モデルを 

中心に組織間協働の 創発的プロセスを 明らかに 

する 33). プロセスをどのように 形成・展開し 

ていくのかが 協働の成果を 規定していくからで 

あ る． 

組織間協力は 次のフェイ ズ を通じて展開して 

いく． 第一のフェイ ズ は問題設定であ る．組織 

間協働の場を 設定することであ る．複数組織に 

おいて解決しなければならない 共通問題は何で 

あ るのか，誰が 組織間協働に 参加する組織であ 

るのかについての 合意を獲得していくことであ 

る， 

第二のフェイ ズ は方向設定であ る．組織間で 

協働を行っていく 際の価値を明確なものとし 

共通目的を識別， 了解することであ る．二つ以 

上の組織がその 価値・共通目的に 焦点をあ てる 

ことに よ り ， 何が望ましい 状態であ るのか，何 

のために協力するのかを 相互了解することであ 

る ・ 

第三のフェイ ズ は実行であ る．合意された 価 

値や共通目的を 達成するための 組織間の枠組み 

やシステムを 構成することであ る．二つ以上の 

組織の交渉による 合意を実行することであ り， 

価値や目的の 制度化ともいえる． 

そこで 各 フェイ ズ ごとに， オーガナイザ 一の 

役割にも配慮しつつ 検討する． 第一のフェイ ズ 

は組織間交渉の 前段階にあ たる． まず，組織間 

の 共通問題とは 何かが明らかにされる． これは 

利害の関係する 組織がいかに 問題を定義するの 

かにかかわる．複数の 組織が相互依存性を 認識 

している問題であ るかどうかが 検討され，協働 

への関与をづくし 出していく，次に 誰が組織間 

協働に参加するのかを 識別しなければならない． 

問題が多面的で 複雑であ ればあ るほど，多元的 

な情報が必要となり ，多くの利害関係組織を 含 

めなければ組織のいかなる 利害が正当化される 

のかも重要であ る． 誰が組織間協働を 創始する 

のかは，協働の 成功，失敗に 重大な影響を 与え 

る． こうした役割の 担い手が オーガ ナィ ザ 一で 

あ る・このオーガナイザ 一の役割は，正当性を 
持った組織を 識別し 交渉の場につけることで 

あ る．召集者であ るオーガナイザーが 効果的な 

活動をするためには ，彼が誰を参加させるのか 

についてのパワーを 持っていることを 全ての 参 
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二つ以上の組織間の 交渉を通じて ，組織間の 

価値や目標を 定式化し正当化することが 第二 

フェイ ズ であ る．まず組織間交渉にあ たっての 

基本原則を設定し 議論において 組織のとる 行 

動 のどれが受容されるかどうかを 明確にしなけ 

ればならない． 問題の広がりや 参加組織の拡大 

にともない， いかなる議題を 設定するのかとい 

う微妙な仕事が 重要になる． オーガナイザーは 

方向設定においても 重要な役割を 担っている． 

組織間システムの 中にサブバループやタスクフ 

ォースをつくることによって 組織化を行う． こ 

うした集団形成を 通じて，組織間の 情報交換を 

促進し価値・ 目的についてのコンセンサスを 

獲得していく ，組織間で情報探索が 行なわれ， 

問題定義や解決を 支援する事実についての 行為 

が獲得される． こうした事実発見とともに ，複 

数の代案の探求も 必要であ る．案を t, ぼりこみ， 

認識レベルの 行為をづくしあ げてい。 ． 

第二フェイ ズ において協働のための 基本方向 

の合意が行われたとしても ， こうした行為をい 

かに実行していくのかというむずかしい 問題が 

あ る・ 合意を実行していくためには ， まず代表 

者が母体であ る参加組織に 合意が最良であ るこ 

とを説得し外部勢力からの 支援を確保しなけ 

ればならない． また組織間構造化が 必要であ る   

構造化は組織間システムにおける 参加組織の役 

割や責任を明確にし 組織間規則や 規範を づ く 

りあ げていくことであ る． こうした実行のため 

の組織作りがオーガナイザ 一の役割であ る． こ 

うした組織は 組織に規制の 枠組みを - 与え，組織 

が合意に従った 行動をしているかどうかを 監視 

し その結果をフィードバ ソク するのであ る   

7 玉 

l) Lll 倉 健嗣「組織間関係」 @ 斐閣 ， 1993 年 ). な 
お本稿の一部は 富 丘 - 会調査研究助成金の 援助に 

もとづいている ， 

乙 山倉， 前掲 害 ． 佐々木 村廣 「現代組織の 構図と 

戦略」 ( 中央経済性， 1990 年 サ ． D. Whetten, "ln- 
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